
ストーカー・ＤＶ対策

恋愛感情や好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨みの感情を

満たす目的で、つきまといや悪質な嫌がらせ等の連続送付等の８つの行為とＧＰＳ機

器等を用いた位置情報の無承諾取得等を繰り返して行う行為です。

ストーカーは早めの対応をしなければ殺人事件などの大きな事件にまで発展する

ケースもあり、深刻な社会問題となっています。

～１人で悩まず、早めに相談してください～

☞  ストーカーの種類と対策

☞  ストーカー行為とは？

○ 防犯ブザーを携帯する

○ 夜間は暗い道を一人で歩くのはさけ、明るく人通りの多い道を

歩く

対 策

①  つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき

（例）・ あなたを尾行してつきまとう

・ 通勤・通学途中などあなたの行く先々で待ち伏せをしている

・ あなたの自宅や職場、学校などへ押しかけたり、付近で見張っている

・ 住居等の付近を行ったり来たりしてうろついている

②  監視していると告げる行為

（例）・ 帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をしてくる

・ あなたのその日の行動や服装などを電子メールや電話で告げる

・ 「お前をいつも監視しているぞ」などと監視していることを告げる

○ 郵便物や料金明細のような名前や住所が書かれている書類を捨てる

場合は、細かく裁断するなど個人情報の取扱いに注意する

対 策



③  面会・交際などの要求

（例）・ 拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めてくる

・ 贈り物を届け、受け取るように求める

○ はっきりと拒否の姿勢を示す

○ 贈り物が送られてきたときは、受け取りを拒否し、開封せず

に送りかえす

④  乱暴な言動

（例）・ あなたに、大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる

・ あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションをうるさく鳴らす

○ 危険を感じたときは、防犯ブザーや携帯電話で助けを求める

○ すぐに１１０番通報する

対 策

対 策

⑤  無言電話、連続した電話、ファクシミリ・メール・ＳＮＳの

メッセージ、文書の送付等

（例）・ 電話をかけてきて、何も告げない

・ 拒否しているにもかかわらず、携帯電話や自宅、会社に何度も電話をかけ

てくる

・ 拒否しているにもかかわらず、何度もメール・ＳＮＳのメッセージを送信

してくる、文書を自宅や勤務先等に何度も送ってくる

対 策

○ 「警察に通報する」とはっきり伝える

○ 電話会社に着信拒否などをしてもらえるよう相談する

○ ナンバーディスプレイ機能などを利用して相手の電話番号が分かる

ようにする



⑥  汚物などの送付

（例）・ 汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に

送りつける

・ あなたの自動車に糞尿等を付着させる

○ 警察に届出る

○ 届いた時間や日付をメモし写真を撮って証拠を残す

○ 送り主がわからない荷物は受け取りを拒否し、開封せず

に送り返す

⑦  名誉を傷つける

（例）・ あなたの名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたり

する

・ あなたの名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して伝え

ようとする

○ 状況を記録し、中傷ビラ、インターネット文書などは全て保存

しておく

○ 危険を感じたときは、防犯ブザーや携帯電話で助けを求める

○ すぐに１１０番通報する

対 策

対 策

⑧  性的羞恥心の侵害

（例）・ わいせつな写真などを送りつけたり、インターネットに掲載して伝えよう

とする

・ 電話や手紙で卑わいな言葉を告げ辱めようとする

対 策

○ 住所や氏名、メールアドレスなどの個人情報をしっかり管理する

○ 送りつけられたものを持って警察に相談する



○ スマートフォンに見知らぬアプリが取り込まれていない

か定期的に確認する

○ 持ち物や車などにＧＰＳ機器等が取り付けられていない

か定期的に確認する

対 策

☞  自分たちを守ることを第一に考えましょう

被害を未然に防ぐために

 意思を示しましょう

 個人情報管理

イヤだと思うことを無理に受け入れず、イヤなものはイヤとはっ
きり示す勇気を持ちましょう。

スマホのＧＰＳ設定をオフにする、ＳＮＳやブログの更新を控え
る、郵便物を捨てる際はシュレッダーにかけるなど、安易に個人
情報を相手に知られることのないように努めましょう。

被害を拡大させないために

 警察への相談

 避 難

警察に相談することで、相手に対して警告や検挙等の対応をとっ
てもらうことができます。「元彼、元彼女なんだから、何もそこ
まで・・・」と考えるかもしれませんが、事が大きくなる前に、
できるだけ早く相談しましょう。

「逃げたら負け」という考えは間違いです。毅然とした態度をと
ることも大事ですが、自宅等に居続けたことで取り返しのつかな
いことになった事例も多くあります。危険を感じることがあれば、
相手が知らない場所や、一時保護施設等に避難することを考える
必要があります。

これだけはやっておこう！

 周りに相談

 証拠を残す

何かが起きてからでは、遅すぎます。「恥ずかしい」「大げさに
したくない」の考えは不要です。信頼できる家族や友人に相談し
ましょう。

証拠となるメールや写真などは、消さずに保存しておくことが重
要です。記録を残すものとしては、着信履歴もあります。相手が
した行為（いつ、どこで、何をした）ということを記録すること
も有効な場合があります。

ＧＰＳ機器等を用いた位置情報無承諾取得等

（例）・ 承諾なく、位置情報記録・送信装置(ＧＰＳ機器等)の位置情報を取得する

・ 承諾なく、所持する物に位置情報記録・送信装置(ＧＰＳ機器等)を取り付

ける

ＧＰＳ機器等

取り付ける

位置情報

取得する



 援助申出の例

○ 被害の防止に関

する活動を行って

いる組織等を紹介

してほしい

○ ストーカー行為

等をした者の氏名

等を教えてほしい

○ 警告、禁止命令

等をしたことを明

らかにする書面を

交付してほしい

○ 住民基本台帳を

閲覧等されないた

めの支援をしてほ

しい

○ 被害を自ら防止

するための措置を

教示してほしい

○ 被害防止に資す

る物品の貸出し等

をしてほしい

○ 110番緊急通報登

録システムに登録

してほしい

○ 被害防止交渉の

ために必要な事項

の相手方への連絡

や警察施設の利用

を希望する

  
違反した場合

○ 暴行
○ 傷害
○ 脅迫
○ 器物損壊
○ 名誉毀損
○ ストーカー
行為罪 等

専門の行政機関等
を紹介してほしい

ストーカー対策の流れ

配偶者暴力相談
支援センター、
ＮＰＯ 等

行政手続を
とってほしい
（禁止命令等）

刑事手続を
とってほしい

注意・口頭
警告をしてほしい

被害防止の援助
を受けたい

被害の届出を
する

捜査・検挙

「禁止命令等申出
書」を提出する

禁止等命令書
の交付

行政手続を
とってほしい
（警告）

捜査・検挙

「警告申出書」を
提出する

警告書の交付

「援助申出書」を
提出する

※ 法的にストーカーとＤＶの両方
に該当することがあります。

警察の対応警察以外の対応



ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は、「配偶者やいわゆる事実婚関係にある、

又はあった相手から振るわれる暴力」とされており、夫婦間や離婚した相手からの暴

力が該当します。

☞  ＤＶとは？

☞  暴力の種類は？

身体的暴力
●殴る、蹴る。
●首を絞める。
命の危険を感じる行為にまでエスカレートするケースもあります。

精神的暴力
●「バカ」「死ね」等の言葉で相手を傷つける。
●大切なものを壊す。
精神的暴力を受けると、PTSD（心的外傷後ストレス傷害）に至るケースがあります。

性的暴力
●性行為を強制する。
●避妊に協力しない。
他にも様々なケースが考えられます。

社会的暴力
●両親や友人と会わせない。
●生活や人間関係、行動に対して無視したり制限したりする。
一人で引きこもりがちになり人に相談しにくくなるケースがあります。

経済的暴力
●生活費を渡さない
●借金を負わせる
借金の生活に追われることで精神的にバランスをくずしてしまうケースもあります。

ＤＶとされる暴力の種類



☞  ＤＶ対策と対応方法

いったん暴力がおさまって相手が優しくなっても、それはいわゆ
る「ハネムーン期」かもしれません。
再び暴力が再開される可能性は充分あります。

あなた自身や子供、親族、同僚に対する殺人、傷害等重大事案へ

発展するおそれがあります。

まだ、相手に情が残っている・・。外ではまじめな人なのに・・。
自分さえ我慢すれば・・・等と考えていませんか？

あなた自身や子供、親族、同僚等の生命や身体を守ることを第一
に考える必要があります。

蓄積期

ストレスが蓄積される

悪循環

暴力爆発期

激しい暴力

ハネムーン期

謝罪して極度に優しくなり
二度と暴力を繰り返さない
と誓う

知っていただきたいこと

どんな理由があろうと、どんなに親密な関係であろうと、暴力を振るうことは

許されません。ＤＶ被害の場合は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」（ＤＶ防止法）によってあなたを守るシステムができていますので、

安心して相談してください。

もしＤＶ被害に遭った場合は以下の方法があります。

警察はあなたやその周りの人たちを守るためにどうしたらいいのか一緒に考え

ていきたいと思っています。相談の内容にもよりますが、次に説明する方法を参

考としてください。

速やかに警察や支援機関に助けを求める



１１０番通報

緊急を要する場合には、すぐに１１０番通報をしてください。
警察官が直ちに現場臨場し、必要な措置をします。

刑事手続をとる

相手方に対して「処罰を求めたい」場合には刑事手続が必要です。
詳しくお話を聞かせてもらったり、証拠を集めるためにもある程
度の時間やご協力が必要となります。
手続の方法等はわかりやすく説明するので安心してください。

処罰は求めないが注意・指導する

「処罰までは求めたりはしないが、相手に対して注意・指導をして
ほしい、その他の援助をしてほしい」というような場合は、警察から
相手に対してこれ以上暴力がエスカレートしないように、口頭で注
意・指導することができます。

とにかく今の現状から避難したい

今まさに相手から逃げてきた方や、相談に来たことがばれないよう
に今すぐ逃げたい方には避難の方法やそのアドバイスをします。

一緒に暮らしていた相手から逃げ

てきた場合、自分の荷物がまだ自宅

においたままだと思います。

「退去命令」は相手に毎日生活し

ていた家から２か月間（特例により

６か月間）出て行くようにという命

令です。

相手がいない間に荷物の整理をし

に帰ることができるということです

ね。

保 護 命 令

退 去 命 令

相手方に対し、あなたへのつきま

といや勤務先、学校などの近くをは

いかいしたり、あなたが普段居る場

所に近づくことを１年間禁止する命

令です。

「接近禁止命令」を出してもらう

ことで１年間は相手があなたに近づ

くことができませんので、その間に

安心して新しい住居を探すこと等が

できます。

接近禁止命令

地方裁判所に申立て、更なる配偶者からの暴力や
脅迫により生命又は身体に重大な危害を受けるおそ
れが大きいと裁判所が判断したしたとき、加害者が
近寄ってこられないように命令が出されます。

代表的な２つをご紹介します。



違反した場合

 援助申出の例

○ 配偶者暴力相談

支援センター等の

紹介をしてほしい

○ 住民基本台帳を

閲覧等されないた

めの支援をしてほ

しい

○ 被害を自ら防止

するための措置を

教示してほしい

○ 被害防止に資す

る物品の貸出し等

をしてほしい

○ 110番緊急通報登

録システムに登録

してほしい

○ 被害防止交渉の

ために必要な事項

の相手方への連絡

や警察施設の利用

を希望する

○ 暴行
○ 傷害
○ 脅迫
○ 器物損壊
○ 名誉毀損

等

専門の行政機関等
を紹介してほしい

ＤＶ（配偶者からの暴力等）
対策の流れ

刑事手続を
とってほしい

注意・口頭
警告をしてほしい

被害防止の援助を
受けたい

被害の届出を
する

捜査・検挙

「援助申出書」を
提出する

※ 法的にストーカーとＤＶの両方
に該当することがあります。

警察の対応警察以外の対応

配偶者暴力相談
支援センター、
ＮＰＯ 等

「保護命令」
の申立て

保護命令

地方裁判所

捜査・検挙

○ 接近禁止命令（１年間）
○ 子供への接近禁止命令（１年間）
○ 親族等への接近禁止命令（１年間）
○ 電話等一定の行為に対する禁止命令

（１年間）
○ 退去命令

（２か月、特例により６か月間）

加害者を引き
離してほしい



警 察

1人で悩まず、早めに相談してください。

友人・知人が困っていたら、

相談をすすめてあげてください。

県内の相談機関を紹介します

０７４２－２３－１１０８、＃９１１０（プッシュ回線）
電話相談 ２４時間

０７４２－２４－０８７４ ファックス相談 月～金 ８：３０～１７：１５
（祝日・年末年始を除く、この時間帯以外にいただいたＦＡＸは最も近い執務日以降の受付）

奈良県中央こども家庭相談センター【配偶者暴力相談支援センター】

〈緊急時〉１１０番通報

〈その他〉
・最寄りの警察署

（警察署の電話番号については、県警ホームページのトップページ「総合案内」→「奈良県警察の紹介」→「警察本部

施設所在地及び電話番号一覧」を参照。）

・奈良県警察本部【総合相談電話】「ナポくん相談コーナー」

０７４２－２２－４０８３ 電話相談 月～金 ９：００～２０：００
（祝日、年末年始を除く）

奈良県高田こども家庭相談センター

０７４５－２２－６０７９ 電話相談 月～金 ９：００～１６：００
（祝日、年末年始を除く）

奈良県女性センター【女性相談コーナー】

０７４２－２２－１２４０ 電話相談 火～金 ９：３０～１７：３０
 土曜日 ９：３０～２０：００
 日曜・祝日 ９：３０～１７：００
（１３：００～１４：００を除く）

（月曜日が祝日の場合の直後の平日、年末年始を除く）

令和７年９月 奈良県警察本部生活安全部人身安全対策課
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